
文教福祉委員会 
令和８年 1月 23日 

 

１ 陳情審査 

（１）新たに送付された陳情 

・送付７－４３ 千代田区生活支援課による不適切な対応について 

    

・送付７－４４ 千代田区内の民泊施設に対する監督体制の強化を求める陳情 

    

 

２ 報告事項 

【子ども部】 

（１）千代田区こども家庭センターの設置について                   【資料】 

 

（２）和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案）   【資料】 

に対するパブリックコメントの結果概要について                 

 

（３）令和７年度 体力調査（都）の結果について                    【資料】 

 

【保健福祉部】 

（１）後期高齢者医療保険料最終案について（算定案との比較）              【資料】 

 

 

３ その他 



 

 

 

文教福祉委員会 送付７－４３ 

「千代田区生活支援課による不適切な対応について」の陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和７年 12月４日 

 

 

陳 情 者    提出者      １名 



千代田区議長秋谷こうき様

件名:「千代田区生活支援課による不適切な対応について」の陳情

陳情書

理由

現在、千代田区生活支援課への審査請求を行っています。その審査請求に対する千代田区

生活支援課からの弁明書への下記反論書を令和7年10月1日に提出致しました。この現

状を千代田区議会議員に知っていただきたく、下記反論書の内容を、陳情を通して提出致

します。

陳情者

住所

反

令和 7年ル月 A e

電話

標記審査請求に係る処分長の弁明書に関'して、下記の通り反論します。

書

゛

①保有個人情報開示決定通知書(7千保生支発第396号)P75ケース記録票には、解放

された翌日に保護復帰になっており、解放日になっていないので、誤りである。

②保有個人情報開示決定通知書(7千保生支発第396号)P74ケース記録票には 10月

25日に保護停止と記載があるが、計算式があわない。

③生活保護法63条適用通知書の内容とこの度の弁明書の計算の内訳が異なっている。

適用内容:10月19,022円 11月42,325円= 61,347円

保有個人情報開示決定通知書(7千保生支発第396号)ケース記録票には R06.11.18

1,9022円 11月42,354円= 61,376円返還対象期間も違う(10月25~11月13日)

弁明書には「一時扶助決定に係る審査請求書の裁決が未決の為、支払う必要性が無い」

としているが、払う意思が全くないわけでは無く、上記のように計算の内訳が不透明の

まま支払う意思はない。

④保有個人情報開示決定通知書(7 千保生支発第396号)P74(ライ Nこ来所)ケース記

千廊捻第 U6号

口亘二男
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録票には、逮捕・拘留のためと記載があり、添付された弁明書では、勾留と書き換え

ており、改窟されたものであることがうかがえる。

⑤保有個人情報開示決定通知書(7千保生支発第396号)P75(保護停止解除)ケース記

録票には 14日になっているが、弁明書には 13日となっているので、改鼠が見受けら

れる。

⑥弁明書P15審査請求人の障害特性を理解し、と書かれているが、千代田障害福祉セ

ンター、同よろず相談、同保健所同障害福祉課と関係構築と会議開催を提案し実施し

たのは私であって、生活支援課に主イ本挫はない。連携の結果、何も改善されていない。

⑦弁明書4ページ(R7.06.1のには「口座振替から窓口支給」に変更するとあるが、本

件各処分が存在することにより、違法な返還責務の履行を事実上強制され、保護費か

ら事実上の相殺(天引討が行われるおそれが極めて高い。そうなれぱ、審査請求人

は日々月々の最低限度の生活を営む憲法上の権利が侵害される。これは、処分、処分

の執行又は手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急、の必要がある

場合に当たることから、本件各処分の効力は直ちにこれを停止すべきである。

⑧弁明書2P (R06.1024「来所D について、生活保護受給証明書内に生活扶助の文言

は入れられないとしているが、そもそも千代田区の誤認であり、それに起因して私は

勾留にいたっているので、著しく不当な対応である。以下根拠。

・補填されている年金は収入認、定の問題であり、記載可否とは無関係

・厚労省問答集(別冊)問 12-8では、加算を含めた生活扶助額を証明書に示すことが可

能と明記

・東京都運用事例集でも、年金補填の有無にかかわらず、生活扶助として記載されている

例あり。また、弁明書には「生活扶助費を上回る障害年金をもらっているため、「生活

扶助」が記載されていないので、「生活扶助」入れることはできません」と私に説明し

たとあるが、保有個人情報開示決定通知書(7千保生支発第396号) P79 では「生活

扶助を入れることが出来ません」としか記載がなく、説明された記憶もない。

さいごに、千代田区生活支援課においては社会福祉士や精神保健福祉士の配置強化や

相談者に応じて、有資格者へ対応をさせるなど、障がいのある人へも寄り添った支援を

行う事を強く望みます。

以上



 

 

 

文教福祉委員会 送付７－４４ 

千代田区内の民泊施設に対する監督体制の強化を求める陳情 

 

 

 

 

受付年月日   令和７年 12月８日 

 

 

陳 情 者    提出者      １名 



千代田区議会議長

秋谷こうき殿

千代田区内の民泊施設に対する監督体制の強化を求める陳情

平素より、区議会議員の皆様並びに区職員の皆様には、千代田区の行政にこ尽力いただ
き、誠にありがとぅこざいます。
近年、日本全国で民泊に関するトラブルが多発する中、千代田区では住宅宿泊事業法(民
泊新法)とは別に、より厳格な条仮」を制定し、民泊施設の無秩序な増加に対して大きな抑止
効果を発揮しているものと認識しております。しかしながら、私の自宅近隣に所在する届出
民泊伯施設を確認したところ、短時間の簡易的な調査(実地確認およびインターネツト検
索)であっても、いずれの施設においても複数の法令・条伊1」違反の疑いが認められました。

もっとも、これらはあくまで私の調査に基づく疑義であり、私の認識に誤りがある可能性も
あります。また、区職員の方々へのいかなる処分を求めるものでもこざいません。

これらの具体的な施設情報および証拠については、すでに千代田保健所へ報告済みであり、
本陳情は個別の施設に対する対応を求める趣旨ではないため具体的な施設情報の記載は控え
ますが、以下のような違反の疑いが確認されました。

氏名

住所

TEL :

記

差替え版

2025年12月4日

1.「家主居住型」.「家主不在型(管理者常駐型)」の届出内容と実態との不一致
.「家主居住型」と届出されているにもかかわらず＼予約サイトで確認できる間取り・動線
から実際に家主が居住している形跡が見られない。
. r家主居住型」と届出されている施設を、夜間に複数回訪問したが、家主の部屋とされる
場所に照明が点灯していたことはなかった。
.「家主不在型(管理者常駐型)」であるにもかかわらず、集合ボストに記載された入居企
業名から判断して管理者が常駐し得ない状況にあり、同一建物内および隣接建物のいずれに
も管理者が常駐していない可能性がある。
.集合住宅の郵便ポストに、家主居住型であるにもかかわらず(民泊施設向けの内装業を行
う)法人名が記載されており、同一建物内の別室にも同法人名があるなど、届出内容と実態
に整合性が見られない。

.自身が居住または所有する区内物件を一時的に民泊利用しているのではなく、民泊届出の
数ケ月前に賃貸契約を締結した形跡がある。
. r家主不在型(管理者常駐型)」の施設で、住宅宿泊管理業者の登録番号を取得していな
い業者が、別の住宅宿泊管理業者の登録番号を用いて届出を行っている。

多く(最低でも全体の25%以上)の届出民泊施設が人口密集区域で年間180日営業するため
に、区へ虚偽の届出を行っている疑いがあります。

2.制限区域図における10om規制への抵触
四ワ凡一
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・民泊の制限区域図において、学校や保育等施設から伯om以内に建物の一部(20%ほど)
が被っているにもかかわらず、民泊施設が届出されている。

3.民泊標識の不備・(法定サイズ違反・必須記載事項の欠落)
・建物の入口に民泊標識が掲示されていない。
・標識のサイズが法定基準を大幅に下回っており御上高さ3Cm"幅2Cm等)、記載内容が
判読できない。

・千代田区条伊」で義務付けられている以下の追力脂己載が欠落している。
・運営方法の類型

、条例第6条における区域別

・営業可能の日

標識は本来、建物入口に掲示されるべき基本項目であり、届出から約2年が経過している民
泊施設においても追力鵬己載が見られませんでした。そのため、これらの標識不備が長期間是
正されていない状況を踏まえると、少なくとも約2年間にわたり適切な監視が行われていな
かった可能性があります。(なお、区から度々指導が行われていたにもかかわらず、約2年
間民泊施設側が対応しなかった可能性も否定できません。)

4.旅館業許可施設による民泊届出の不適切利用の疑い
・旅館業許可を有する宿泊施設の予約サイトにおいて、家主居住型で届出されている民泊施
設が「別館」として表示されており、旅館業法上の追加・変更申請を回避する目的で民泊届
出を利用している可能性がある。

2025年3月6日の令和7年第1回定例会(第3日)において、区の担当部長から「区では、全民
泊施設に対して継続的に監視・指導を実施している」とのこ答弁がありました。
しかし、特定の届出民泊施設に対して行政通報がなかった場合、少なくとも約2年間にわた
り適切な監視が行われていなかったとみられる伊仂勺字在している可能性があります。さら
に、令和7年に入って届出民泊が24施設から41施設へと70%以上増加している現状を踏まえ
ると、悪質な事業者の間で「区の監視体制が緩く、虚偽の届出でも営業できる」との認識が
広まっている可能性も否定できません。

差替え版

千代田区では、区長・区議会議員・職員の皆様が一致して家賃高騰問題・空き家対策等に取
り組んでおられますが、その一方で、(違法な)民泊によって、
・空き家が減り、住宅供給が圧迫されること
・オートロックを通過する不特定多数の宿泊者による治安不安
など、区民生活に深刻な影響を及ぽすおそれがあります。

【要望事項】
区民の安全と生活環境の保全のため、以下の対応を強く要望いたします。
1.すべての届出民泊および届出のないいわゆる「闇民泊」に対する、継続的かつ定期的な
監視、および住民票・法人の登記簿謄本・不動産登記簿・賃貸契約書・国土交通省HPにお
ける住宅宿泊管理業者の登録状況・予約サイトでの掲載状況等の確認、ならびに少なくとも
四半期に一度、事前通知を伴わない実地訪問を含む実態確認の強化
2.住宅宿泊事業法(民泊新法)、千代田区条例およぴ旅館業法に違反している事業者に対
する指導、是正命令、届出の取消、旅館業許可の取消等の行政措置、ならびに悪質な虚偽申
請に対する刑事告発等の厳正な対応の実施

2

以上



千代田区こども家庭センターの設置について 

 

 １ 設置の背景と趣旨 

令和４年の児童福祉法改正（令和６年４月施行）で、母子保健部門と児童福祉部門が

切れ目なく一体的に相談支援を行う「こども家庭センター」の整備が市町村の努力義務

化された。 

区もこども家庭センターを設置し、妊娠期及び子育て期にきめ細かな相談支援が受け

られる体制をより一層整え、区民が安心して子どもを産み育てられる地域社会を実現し

ていく。 

 

２ 目的 

 母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、両機能が一体的に相談支援を行う

ことで、虐待への予防的な対応から子育てに困難を抱える家庭まで、切れ目なく、漏れ

なく支援する。 

 

３ 組織 

 ハード面では、将来的には一つの建物または近接地に集約することを目指しつつ、当

面の間は児童・家庭支援センター、千代田保健所それぞれの場所で機能連携により業務

を実施し、組織統合等は行わない。なお、統括機能・児童福祉機能は児童・家庭支援セ

ンター、母子保健機能は千代田保健所保健サービス課が担う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

※１ 子育て応援ＰＭ(ﾊﾟｰﾄﾅｰﾏﾈｰｼﾞｬｰ)①サポートプランの作成支援及び進行管理②麹町・神田地区リーダー 

※２ 子育て応援Ｐ(ﾊﾟｰﾄﾅｰ)①対象者のアセスメント②サポートプランの作成③地区保健師 

※３ 協働担当者児童・家庭支援センターに配置され、ＰＭやＰとの窓口になる者（保健師等） 

 

教育委員会資料１－１ 

令和８年１月 23 日 



４ 人員体制 

 センター長、統括支援員に加えて、人員体制表のとおり母子保健・児童福祉両機能そ

れぞれについて、麹町と神田の２地区に分けて支援する体制を組む。 

（１）センター長 

   センター長は児童・家庭支援センター所長を充てる。 

（２）統括支援員 

   統括支援員は保健サービス課を本務とし、児童・家庭支援センターに兼務する保

健師を充てる。 

（３）総合相談機能 

   区役所２階で相談業務にあたっている子育てコーディネーターに社会福祉士等の

資格を持つ職員を加え、子ども相談窓口として拡充し適切な助言や専門部署の紹介

等を行う。 

（４）人員体制表 

こども家庭センター 

センター長 

統括支援員 

子ども相談窓口（総合相談機能） 

母子保健（保健所） 児童福祉（児家セン） 

麹町地区担当 

（子育て応援ＰＭ、Ｐ） 

神田地区担当 

（子育て応援ＰＭ、Ｐ） 

麹町チーム 神田チーム 

協働担当者 

 

５ 設置予定日 

  令和８年４月１日 

 



サポートプラン
支援

プラン作成
定期的な見直し

支援方針決定
定期的な見直し

要フォロー
妊婦支援

合同ケース会議

こども家庭センター

対象者の支援方針決定

千代田区こども家庭センター（イメージ）

〇児童虐待の未然防止のためには、困難を抱える家庭への早期の介入と支援が必要であり、そのためには母子保健・児童福祉機能
を一体的に実施する妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援体制が欠かせない。

〇「千代田区こども家庭センター」は、ワンストップの相談窓口、子育て世帯に対する支援体制の中心として、すべての妊産婦、
子ども、子育て家庭への訪問・面談等により、困難を抱える家庭の早期発見、要フォロー妊婦支援やサポートプラン支援を実施
する。また、学校・園、児童相談所等の関係機関との連携の中心的役割も担う。

すべての妊産婦
すべての子ども
すべての子育て家庭

特定妊婦
養育困難家庭 等

要支援児童
要保護児童 等

サポートプラン支援 様々な支援メニューを活用した
サポートプランを作成

連携母
子
保
健
機
能

児
童
福
祉
機
能

連携

子ども相談窓口

様々な資源による
支援メニューにつなぐ

民間・地域資源と一体
となった支援体制の構築

・妊婦全数面談
・妊娠後期訪問等

予防的介入

妊娠したら

訪問・面談支援

乳児
  全戸訪問

出産したら

人員体制強化

合同ケース会議
対象者の支援方針決定

千代田区要保護
児童対策地域協議会

学校・園
児童
相談所

医師会警察

その他

育児支援訪問事業

親と子の絆ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

子どもｼｮｰﾄｽﾃｲ

千代田フレンズ

子どもの健康相談室

さくらキッズ

教育相談

支援メニュー

その他

要フォロー妊婦

要フォロー支援

客観的評価基準を取り入れた
妊娠期からの早期支援を実施

※２５歳以下初産、頼れる人１名以下

教育委員会資料１－２
令和８年１月 2 3日



妊娠８か月に妊婦全数訪問を新たに追加実
施し、要フォロー妊婦を含むすべての家庭へ
委託先の保健師・看護師等が訪問によるゆと
り尺度調査等を実施する。
これにより、出産前から関係性を構築する

ことで、妊娠期からの切れ目のない支援を実
施していく。

妊娠後期訪問
母子保健
新規

出産を控えた時期の
家庭訪問による相談機会の増

千代田区こども家庭センターによる相談支援強化

〇サポートプランにより、支援メニューの個別具体的な提案
〇合同ケース会議により、プランを定期的に見直し
〇総合相談窓口の拡充により、子育て相談の総合化・利便性向上
〇妊娠後期訪問により、妊婦の不安解消
〇専門職員の増員により、各家庭を支援する体制を強化

保健師４名、任期付き保健師２名、
心理士１名等の専門職増員により、相
談支援にかかる職員体制を大幅に拡充
することで、よりきめ細かい支援を実
施していく。※子ども相談窓口に配置する社会福

祉士等の職員は児童・家庭支援センターの既存の職員を
活用する

母子保健
児童福祉
拡充

機能（担当所属） 増員内訳

母子保健機能
（保健サービス課保健相談係）

保健師３名
任期付き保健師２名

児童福祉機能
（児童・家庭支援センター子ども家庭相談係）

保健師１名
心理士１名

子ども相談窓口
（児童・家庭支援センター子ども家庭相談係）

子育てコーディネー
ター１名※

人員体制強化

虐待リスクのある家庭やひとり親、子育て
に困難を抱える家庭を含め、子育ての悩み相
談や各種子育て支援サービスの紹介等、すべ
ての家庭の相談を網羅的に受け止める総合相
談機能として、区役所本庁舎２階で相談業務
にあたっている子育てコーディネーターを増
員し、さらに社会福祉士等の資格を持つ職員
を加え、子ども相談窓口として拡充し適切な
助言や専門部署の紹介等を行う。また、発達
に特性のある子どもに関しては、（仮）こど
もカルテシステムを活用し、専門部署間の連
携等を行う。

子ども相談窓口
児童福祉
拡充

より相談しやすい窓口へ

新生児の全数訪問時、従前の子育てや家庭
状況の聞き取りに加え、要フォロー妊婦には、
さらに客観的評価基準による評価（ゆとり尺
度調査とケンプアセスメント）を実施し、結
果を児童・家庭支援センターと共有すること
でその後の支援に活用する。

新生児訪問
母子保健
拡充

困りごとへのより手厚いフォロー

従前は随時必要に応じて開催していたケー
ス会議に加えて、新たに定例合同ケース会議
を開催、対象者ごとの支援の進捗・方針の共
有をサポートプランを用いて実施する。

サポートプラン
合同ケース会議

母子保健
児童福祉
新規

ご家庭に応じた支援計画
支援計画の定期的な更新

専門職増員による手厚い支援

妊娠期及び子育て期のきめ細かな相談支援により
必要な支援を各家庭に迅速に提供し、

より安心して子どもを産み育てられる地域社会を実現



 

 

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案） 

に対するパブリックコメントの結果概要について 

 
 

１．一体的整備構想 

和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園の敷地を入れ替え、新たな公園と学校等施

設の一体的な整備を今後具体に進めていくにあたり、改めてその考え方と今後の方向性を一

体的整備構想（素案）としてとりまとめ、区民等に向けた意見公募（パブリックコメント）

を実施した。 

 

２．パブリックコメントの結果 

(1)意見募集期間 

令和７年 12 月５日（金）～12月 22日（月） 

(2)意見提出方法 

区ＨＰ送信フォーム、ファックス、電子メール、郵送、直接持参 

(3)周知方法 

・広報千代田、区ＨＰ、区広報板、すぐーる配信（和泉小学校・いずみこども園）及び台

東区ＨＰにてパブリックコメント実施を周知 

・区ＨＰ、区役所２階区政情報コーナー、区役所４階子ども施設課、各出張所、ちよだパ

ークサイドプラザ、和泉小学校、いずみこども園及びいずみこどもプラザにて素案閲覧 

(4)意見提出者 

・在住者（３名） 

・在勤者（１名） 

・保護者・職員による団体（複数名の在住・在勤者） 

 (5)意見数 

33件 

 (6)意見内容と区の考え方 

   資料２－２のとおり 

 

３．今後の予定 

令和８年１月末：パブリックコメントの結果公表 

令和８年２月 ：一体的整備構想（資料２－３）の策定 
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和泉小学校・いずみこども園等施設と和泉公園との一体的整備構想（素案）に対するご意見と区の考え方

意見提出
者の区分

No. 意見内容 ※1
反映
区分

区の考え方

在住者 ①

建物の老朽化や設備の関係で取り壊しやむなし、かつ建て替え期間中の子供たちの転校の不便を考え、公園部分に建てるということは分
からないではないですが、昨今建築費が異常なほどに高騰しており、またいざ建設が始まると、当初予算を大幅に超過する追加コストが
発生するのではないかと心配しています。
民間の建物の中に学校を同居させるのは基本御法度だと思いますが、区内の土地の少なさ、建設コストの高さを考慮すると、建て替えで
はなく、再開発ビルの中に学校施設を入れたり、補修をして継続しようしたり、近隣の学校に通わせる選択肢も検討いただきたいです。
あるいは、今後金利が上がり、誰もが家を買いたがらなくなり、新規の建設も減るような不況が訪れた際に、景気振興の意味で今より安
価に発注するのはありだと思います。

Ｄ

素案p30に記載のとおり、現施設は老朽化以外に児童数増加に伴う施設規模等
の課題があるため、補修等ではなく、今の時点で建て替えに取り組む必要があ
ります。
工事単価の上昇状況はご意見のとおりですので、素案p43の「概算事業費」に
おいても「工事費の増加などにより事業費は変化する可能性があります」と記
載しており、適宜、全体事業費を見直しながら、適切な予算化を図っていきま
す。

在住者 ②
新しい公園にバスケットゴールが欲しいです。飯田橋にあるようなバスケットボールができる場所が欲しい。よろしくお願いいたしま
す。

Ｃ

＜整備構想の策定後は、都市計画の変更手続きを行い、基本計画を策定した上
で新たな施設及び公園の設計を進めていきます（素案p44）＞

和泉公園には運動・遊び場機能を含めた多くの機能が期待されています（素案
p12）。こうした和泉公園に求められる機能を踏まえて、新たな公園の整備形
態については、いただいたご意見が反映できるかも含め、今後の公園設計の中
で地域のみなさまと意見交換等を行いながら検討していきます。

在住者 ③
現状、平日、休日問わず多くの子ども達が公園で遊んでいます。工事期間、長期に渡り使用できなくなるため、子どもの外遊び・水遊び
の場、自然とのふれあいの場がなくなってしまうことを心配しています。幼少期の外遊び等は重要かと思いますので、代替の場所やその
役割について十分に考慮していただきたいです。

Ｂ

幼少期における外遊び等の重要性については、いただいたご意見のとおりで
す。このため、素案p46に記載のとおり、工事期間中の和泉公園機能の代替と
して佐久間公園やいずみ児童遊園、和泉小学校の校庭（未使用時間帯の開放）
などの有効活用に加え、旧和泉町ポンプ所跡地も活用していく考えです。これ
ら４つのスペースにて利用者、時間帯、役割分担等を整理しつつ、さらなるス
ペースの確保についても留意していきます。

④
・せっかく一体的に整備するのだから、小学校、こども園、こどもプラザ、公園をそれぞれに構想を立てるのではなく、千代田区の教育
ビジョンにあるように、０歳～18歳までの子どもたちが一体的に集える場、育ち合える場になるとよい。特に、小学校とこども園の施設
は分離して考えるのではなく、５歳児と１年生の架け橋期をつなぐような共有施設であってほしい。

⑤ ・次期学習指導要領を見通して、子どもたちが主体的に学びを進め、深められるような新施設にしてほしい。

反映区分
Ａ…意見を踏まえ、整備構想に反映したもの
Ｂ…意見の趣旨が既に整備構想（素案）に反映されているもの
Ｃ…今後検討のために参考とするもの
Ｄ…その他

Ｃ

＜整備構想の策定後は、都市計画の変更手続きを行い、基本計画を策定した上
で新たな施設及び公園の設計を進めていきます（素案p44）＞

素案p40、p41に整備の方向性として「学校等施設と公園の連携」「異年齢同士
の交流の創出、共に成長できる環境の構築等、小学校、こども園、児童館的機
能の独立性確保と連携」を掲げており、いただいたご意見は、次期学習指導要
領の検討状況も注視しつつ、今後の基本計画や施設設計の中で反映できるか検
討していきます。

在勤者
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意見提出
者の区分

No. 意見内容 ※1
反映
区分

区の考え方

（１）この計画について、特によいと思った点

⑥ 建物が新しくなる。

⑦ 仮校舎無しなので引越しの負担が小さい。

⑧ 各施設の規模が大きく拡大されることが良い。図書室も含め、より充実した施設にしてほしい。

⑨
公園の面積が不足するのを、校庭と高さをずらすことでうまく工夫されていると感じる。公園と校庭の共用は安全面、環境面からよく
ないと考えていたため、よかった。

（２）心配な点、改善してほしい点

⑩ 園庭が小さすぎる。０～５歳の６学年が過ごすことが難しい。

⑪
校庭と園庭（保育室）の階が分かれることで、こどもが自由に遊びに行くことができなくなる。その分人手の配置は必要になり、安全
管理が難しい。

⑫
現在の和泉公園は、風が強いと砂嵐になる。こどもの目に砂が入ってしまうため、新しい公園では砂嵐がおこらないように工夫してほ
しい（２名より同意見）。

⑬ 桜の木やどんぐりの木など、季節を感じることができる木を植えてほしい。こどもたちはどんぐり拾いが大好きである。

⑭ 桜の木もよいが、こどもが木登りできるような木も残してほしい。

⑮ あまり奇をてらった遊具ではなく、幅広い年齢のこどもが楽しめるベーシックな遊具を置いてほしい。

⑯ 遊具やベンチ等は、環境負荷の観点から、プラスチック製ではなく、長く使える素材を使用したものにしてほしい。

⑰
小学生の居場所が、建物内にも外（屋根の下）にもあるとよい。最近は、親の事情等から小学生がお互いの家に行くことがはばから
れ、公園やプラザが貴重なたまり場になっているため。

⑱ 公園にごみ箱を置いてほしい。

（３）特に優先してほしいこと

⑲ 保育室や園庭からの校庭への動線の改善。

⑳ 計画が延びることなく、早急に工事を進めてほしい。

㉑
今の和泉公園は、天然の芝生と、大小様々な樹木、植え込みがあり、都会ながらに自然を感じられるのが大人にもこどもにも魅力だと
考えている。特にこどもが自然環境に慣れ親しむ場として、とても貴重な存在である。新しい公園でも天然の芝生とし、可能な限り自然
を残してほしい。

（４）その他、今回の計画に関する意見

㉒
計画はまとまっているように思えるが、実際に保育を行なっている身からすると、あまりにも現状（人手やこどもの発達）からかけ離
れたものになっており、どのように保育を行なっていくのか考えられていないように感じている。現場の職員の声を聞いてほしい。

㉓ 今回の計画に期待している。

㉔ セキュリティの観点から芳林公園のように夜間は施錠してほしい。

㉕ ボールが飛び出すことがあるので高いネットを張ってほしい。

㉖ 図書館に自習室を作ってほしい。

㉗ 小さいこどもも小学生も過ごしやすい図書室としてほしい。

㉘ 近年猛暑が続いているので、熱中症対策の観点から室内でも快適で遊べる広めの空間があるとよい。

㉙
熱中症対策の観点から、公園内に日除けやクールダウンできる場所がほしい（ミストは気温を下げる効果があるものの蚊の温床になっ
たりするため避けてほしい）。

㉚ 公園の蚊の対策をしてほしい。

㉛ 桜は季節を感じられるため引き続き植えてほしい（イチョウは銀杏が落ちるので、避けてほしい）。

㉜ 保育園、幼稚園、小学校の授業終わりに習い事がそのまま同じ建物内でできるとよい。そのため、教室の設置を拡大してほしい。

㉝
じゃぶじゃぶ池を使用するのは、夏の期間だけであり、使用するこどもも２～５歳くらいに限られるため、あまりウェイトを置きすぎ
なくていいのではないか。千代田区全体でじゃぶじゃぶ池の規模にバランスがとれればいいのではないか。

※1 意見内容は原文のまま
※2 現施設に係る保護者・職員の団体が当該団体の会員個人（複数名の在住・在勤者）の意見を集約して提出

Ｂ

＜整備構想の策定後は、都市計画の変更手続きを行い、基本計画を策定した上
で新たな施設及び公園の設計を進めていきます（素案p44）＞

良い点として評価いただいた№⑥⑦⑧⑨の内容は本構想の幹となる部分であ
り、今後の基本計画や施設設計の中で具体化していきます。

在住者･
在勤者

※2

Ｃ

＜整備構想の策定後は、都市計画の変更手続きを行い、基本計画を策定した上
で新たな施設及び公園の設計を進めていきます（素案p44）＞

【№⑩⑪⑰⑲㉒㉕㉘㉜について：学校等施設関係】
素案第５章で示したとおり、公園は１階、校庭は２階と上下に分離することで
セキュリティを確保しつつ両者の機能を充実させる「人工地盤校庭パターン」
にて整備内容を具体化していきます。このため校庭は２階レベルとなり、こど
も園は送り迎えのしやすさ等に配慮して低層階に配置し、中層階は小学校の配
置を想定しています。
いただいたご意見は、こうした全体の配置を前提とした上で、今後の基本計画
や施設設計の中で反映できるか検討していきます。特に優先してほしいという
保育室や園庭から校庭への動線についてのご意見も、全体の配置の中で検討し
ていきます。
また、検討にあたっては、現施設の職員との意見交換を引き続き行っていきま
す。

【№⑫⑬⑭⑮⑯⑱㉑㉔㉕㉙㉚㉛㉝について：公園関係】
素案p12に記載のとおり、地域の核となる公園である和泉公園には多くの機能
（シンボル、運動・遊び場、先駆的活用、歴史資源、コミュニティ形成）を拡
充していくことが期待されています。これらの特色ある機能の他にも、公園の
基本機能である自然環境機能、憩い機能、防災機能も備えておく必要がありま
す。
こうした和泉公園に求められる機能を踏まえて、新たな公園の整備形態につい
ては、いただいたご意見が反映できるかも含め、今後の公園設計の中で地域の
みなさまと意見交換等を行いながら検討していきます。特に優先してほしいと
いう自然環境についても、今の和泉公園の状況をよく踏まえた上で検討してい
きます。
なお、公園の風環境については素案p36にシミュレーション結果を記載してお
り、施設と公園の敷地を入れ替えることで強風が生じる範囲が縮小することを
確認しています。

【№⑰㉖㉗㉙について：図書室･日除け･居場所関係】
現施設内にある区民図書室機能については、素案第５章に記載のとおり、屋根
付広場と共に公園内に新たに整備する考えです。いただいた図書館（室）や日
除け、居場所づくりについてのご意見は、これらの機能を公園からアクセスし
やすい位置に公園施設として整備することを踏まえて、今後の基本計画や施設
設計の中で検討していきます。

【№⑳㉓について：工事期間ほか】
現在想定している整備スケジュールを素案p44に記載しております。特に優先
してほしいという早急な工事の実施については、素案P45に記載のとおり、既
存建物を使用しつつ段階的に整備することになるため、安全に十分配慮しなが
ら適切に工事のスケジュール管理を行っていきます。
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͑ʽԁ χ―Π

͑˵͍ʽ☼ ṛ χ

͑˵͎ʽԁ χ

͑˵͏ʽ῝הχ ʾṐ ρễӾḕẽχ

͑˵͐ʽ Ῥ   ОЌ˔рτϢϥԁ ϱЮ˔Ѕ

͑˵͑ʽ χ Ϧ Πʾԁ τϢϥ῟ᴮρֲố

͑˵͒ʽ ◕ὓᵊ  χ

͒ʽ☼ ὓᵊχ ΰ

͒˵͍ʽ τἰϥ χ ΰ

͒˵͎ʽᶘ  ☼ τἰϥ χ ΰ

͒˵͏ʽ῝הτἰϥ χ ΰ

͒˵͐ʽᵵ▄ⱧỘ

͒˵͑ʽ ІϾЅв˔и

͒˵͒ʽ῝ה ₵ṍḧχ χה῝

͒˵͓ʽẛ ЪрФ χᶨ

͓ʽ☼ χ ϱЮ˔Ѕ

͓˵͍ʽ ϱЮ˔Ѕχ―Π

͓˵͎ʽ☼   χ

͔ʽ₈ῇχᾁ ᴿ



ψαϛτ

͍



͍˵͍ʽ   ├ χ ὂʾ 4

¸ ῬΤϣ38 ΥὊᵃΰʺ ẏᴟϞ☼ ṛ χᴿ Υ

Κϥ ᶘ ʾΜγϙάςϜה ☼ ˢ ᶘ

 ʺΜγϙάςϜהʺΜγϙάςϜФжЃẉόκϢι

О˔ϼЂϱЖФжЃˣτνΜοψʺⱪ ʾהⱪϒχ

ὖᾚϬ ϥḢ Τϣʺᾝ ὺο ΠπψσΨ

βϥỸ ה῝ ϒχӱ ὺο ΠτΰΪο︡

Ϥ ϭπΜϘβʻˢ῝הρχ ῖḊˣ

¸ ᾕ Τϣᾁ Ϭ Ϊο☼ ḩἰּיρχӪᾋ

ῖḊϬ φʺ ͒ Τϣψ῝הχ♪ Ϭᾁ τᴥ

Πʺ῝הϜḯϛο χṐ Υΰ βϥϢΞʺḁ ῇ

χԁ Ϝḯϛθ™ χ ΰ τνΜο ӽρ

ρϜτ ʾᾁ Ϭ“μοΦϘΰθʻ

¸άχˮ ᶘ ʾΜγϙάςϜה ☼ ρ ה῝

ρ χ ԁ   ˢ ӟ ᴞ ʺ ˮ   ˯ ρ Μ

Ξʻˣ˯πψʺάϦϘπχᾁ ᵓ πχӪᾋϞṳ Ϭ

ϘΠʺ῝הρᶘ  ☼ χ Ϭ Ϧ Π θσ῝

 ρᶘה ☼ Ϭԁ τ βϥ―Π ρ₈ῇχ

ΰ Ϭ︡ϤϘρϛοΜϘβʻ

¸ԁ Ϭםᾝβϥθϛτψʺ ṍḧτϩθμο

ΨχḩἰּיΥὀϩϤσΥϣʺὓᵊʺ ὓʺ☼ῬρΜμ

θΜΨνϜχІГ˔ЅϬ ϤׇΠοΜΨάρΥ π

βʻ   τꜘΰθ Ϭ τ╥ ΰσΥϣʺ◓

ςϜθκρ ӽχ Ϭ ϥΨ ϣβʺᶘόρ όʺ

ἾΜχ Ϭ Ϥ ΰοϘΜϤϘβʻ



͍˵͎ʽ   χ 5

¸ ᶘ ʾΜγϙάςϜה ☼ ˢ ᶘ ʺΜγϙάςϜהʺΜγϙάςϜФжЃẉόκϢιО˔ϼЂϱЖФ

жЃˣ ότ Ϭה῝   χ ρΰϘβʻ

˲☼ χלᶗ˳

̓ẛ₪Ẇḧ ᶘ  Ϭ ΰʺ ӽτᵫΤϦθᶘ Ϭᶋρΰθ χ ◕ἷ ›῝Ặ☼ ρΰο 62 7Ὦτ Ῥʺ͕Ὦτᵫ ʻ

̓ 5 4Ὦτψʺẛ₪Ẇḧ ᶘ ρẛ₈ ᶘ Ϭ ›ΰ™ ΰθˮ ᶘ ˯ρΰοᵫ ʻ

̓ 14 4Ὦτψʺ₪Ẇḧ ρΜγϙה ӾהΤϣσϥ ԁᾕᴟ☼ ρΰοˮΜγϙάςϜה˯Ϭ θτᵫ ʻ

̓ᾝ∕ψʺ ᶘ ʾάςϜהχ ʺ ᵓע χ ӽ ☼ ˢκϢιО˔ϼЂϱЖФжЃˣρⱪ Ḭ Ṑ ˢΜγϙάςϜФжЃˣϬ

ΰοΜϥʻ

ˢάχ ψʺ Ằ 1/2,500פּ Ἱ Ϭ► ( ‹:7 ◕ṁῖ 156‹) ΰο
⌠ ΰθϜχπΚϥʻ ϬỨγϥʻˣ

ˢ῝ה ϬᴥῬΰο⌠ ˣ



͍˵͏ʽᾁ Ὂӳ 6

¸ᴞ τꜘβρΣϤʺḩἰּיϞ ӽχ ρχ σӪᾋῖḊϬ φʺ   χᾁ Ϭ ϛοΦϘΰθʻ

ᵓṳ ᵓṳᵵ

̙ ᶘ ᶘ ְ֫Ẹṳᵓ 30 12Ὦ19 ʾ☼ χᴿ Ặ ʺᴠ אָהχ τΣΪϥᴿ Ặ

̙ ᶘ ʾΜγϙάςϜה

☼ ᾁ ᵓ

ᾕ 12Ὦ17 ʾ☼ χᾝ τνΜοχ Ặ ʺ Ϭה῝ βϥᴦ χᾁ

2 2Ὦ19 ʾ☼ τνΜο

ʾᴠ אָהὺ τϢϥᾝ ὺο Πρ ה῝ ϒχ ☼ χӱ ὺο Π

Ϭ ᶓᾁ

̙ ᶘ ʾΜγϙάςϜה

☼  ʾהḩἰּיₔ ᵓ

4 1Ὦ17 ʾ Ϭὺο Ππ ϛϥάρ

ʾ Ϭᶨה῝ βϥ ΰ πᾁ βϥάρ

6 1Ὦ26 ʾ ᶘ ʾΜγϙάςϜה χ☼ ṁ   ӛˢθθΦ ˣχᶎ

ʾ ρḊה῝ βϥ χᶎ ʺ ה῝ ₵Ⱳχ χᾁ

̙ ᶘ ʾΜγϙάςϜה

☼ ρ ρχԁה῝

τΰΪθᾁ ᵓ

6 11Ὦ21 ʾ χᾝệẉόᴿה῝

ʾ῝ה ρᶘ  χ Ϧ Π

ʾ☼ ρ῝הχ Ἱ

7 ͏Ὦ27 ʾ ה῝ ệ ₰ʺ ḕẽχЄЬвй˔ЄдрὫᴮᵵ

ʾᾁ ᵓʺᾤ ПϯзрϽʺϷ˔ФрМϳІἷ ӽ ᵓ πχӪᾋρζχ ᴂ

ʾ☼ ρ῝הχ Ἱ

7 ͕Ὦ19 ʾ Ῥ   ОЌ˔рτνΜοχ ʾṪ ʾṐ

ʾ Ῥ   ОЌ˔рτΣΪϥ☼ ρ῝הχὓᵊ

ʾ   ˢ₃◓ӛˣ

̙Ϸ˔ФрМϳІἷ ӽ ᵓ 7 2Ὦ7 ʾ8 ʾ῝ה ρᶘ  χ Ϧ Π

ʾ έ ОЌ˔рτϢϥ☼ ρ῝הχὓᵊϱЮ˔Ѕ

7 10Ὦ19 ʾ20 ʾ χ Ϧ Π῟ᴮʾԁ ʾ ◕ὓᵊ  

ʾ Ῥ   ОЌ˔рτΣΪϥ☼ ρ῝הχὓᵊϱЮ˔Ѕ

ᶘ
 

☼

χ
ᾁ

ᶘ
 

☼

ẉ
ό
῝
ה
χ
ᾁ

ζχ ʺ ӽ ϒχᾤ ПϯзрϽʺ ᶘ ⱪ ϒχϯрϾ˔ЕϬם☼



☼ χᾝệ

͎



ᶘ ʾΜγϙάςϜה ☼
ה῝

ˢ ◕ὓᵊ῝הʺᵹỸ῝הˣ

∕ ͍ ͍ 300

ӽ
Ỹ

Ộ ӽ ʺ 500̋ˢ ԁ 600̋ˣʺὺϔΜ 80%

◌ ‰ ᵬ ạ Ỹ̞͍ˢ ԁ ˣʺ ᴲ ӽʺ ֲṛ σΰʺ Ỹ כּ Ỹ̞͎

3,963.06

Ξκ  ᶘ  ʿ 1,207

άςϜה ʿ 218

4,607.71 

ΰʺζχԁ ˢ 600 ˣψ  ρΰοϜ►ΠϥϢΞ ήϦʺᶘ χễ

Ӿᶨ ΥΚϥ τ  ρΰο►ϩϦοΜϥθϛʺם∑τ῝הρΰοΜνπϜ

῟τ πΦϥ Ӥψ 4,000

☼

͎˵͍ʽᶆ☼ χᵵ 8

¸ ᶘ ʾΜγϙάςϜה ☼ ρ χᵵה῝ ψᴞ χ Ϥπβʻ

Å ὲῴṀἇ

Å ІФзрϽ ἇ

Å УжрЀ

Å ₳

Å ʾᶪϤ Ϭέφ
θ › ἇ

Å Еϱй

Å йрЌЂϱϼиЪ˔Е

Å ₃ ỪЀрϼз˔Е ʺ
͔ᵬʾ ᴞ͍ᵬ

Å ט ʿ 11,454.9

Å 62 Ῥ

ᴞ͍ᵬ

͍ᵬ
 

͎ᵬ

͏ᵬ

͐ᵬ

͑ᵬ

͒ᵬ

͓ᵬ

ᾝ∕χ ᶘ  ☼ χ 

̞͍ ◌ ‰ ᵬ ạ Ỹʿ͒ᵬӟ χ Ϭ χ τβϥϢΞ ᾢήϦϥ Ỹπβʻθιΰʺᶘ σςχễӾ☼ τψ ήϦϘδϭʻ
̞͎ Ỹ כּ Ỹʿ τϢϤʺὺ χṛ ʾ τᴂαθ כּ Ṱ Υ αϘβʻ



͎˵͎ʽ ӡὓᵊ 9

ˢ͍ˣ₈ῇχᶘ  χΚϤ ṁ   ˢ ͑ ͒Ὦ├ ˣ

Å Ỹπψʺⱪ ʾ χ ᴥ ệΥ Ψ ʺ◓ςϜχὲϞΤσӾκϬϘκ π◦כΰԁ ϋρϤχᴦ ϬΩ ᾢτ ωΰοΜΨθϛχˮ₈ῇχᶘ 

χΚϤ ˯τνΜοʺṁ   ϬϘρϛοΜϘβʻ

₈ῇχᶘ  χΚϤ ṁ   ˢ 5 6Ὦ├ ˣϢϤ

49,738 

39,297 

61,269 

67,216 

7,881 

4,936 

8,375 

9,700 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

─ ה 15 ─ ⁸ ─ ≢─

15
15

╩ ⇔√ ⁸ ⁸ ≥╙

─

┼─

─

─
№
╡

14─ ╩

┼

╩ ⅛╠ ┼

─

̗ᶆᶘ χễע ʾ ΰοΜϥ☼ χ ệ

ʾ₈ῇϜⱪ χ ᴥΥ ήϦϥ ᶘ πψʺ ☼ χᵰ ӱ Ϟ ễעχᵠ τϢμο ễעϬᶎ βϥθϛχᾁ Ϭ“μοΜϘβʻ
ʾϘθʺᶘ ☼ χ ẏᴟϞ ᴟ ệ Ϭ ϘΠʺ ⱳʺὺο Π ψᵠ ῬⱧϬ“μοΣϤʺ ᶘ Ϟ ᶘ πψὺο ΠϬὓᵊΰοΜϘβʻ

̗ϢϤϢΜễӾḕẽχ

ʾᶘ  ṁ τṁξΦʺ◓ςϜθκτρμοʺϢϤϢΜᶘόϞ֫ ϬםᾝβϥθϛχễӾḕẽϬ βϥθϛʺ  Ϟע χϢϤ῟ᴮ σᶨ ᴦ
Ϭᾁ ΰοΜΨάρΥ πβʻ

˲ἇ σ︡ ӛ˳
ρה῝ ΰοΜϥᶘ τνΜοʺ  ρ῝הχԁ σ χᴦ Ϭᾁ βϥʻᶘ τ βϥỸ Ϟ χᶨ τνΜοᾁ βϥʻ



10ˢ͎ˣ Ỹ ◕ὓᵊЫІЌ˔Фжрˢ ͏ ͑Ὦᵠ ˣ

Å χ ΜϬḇαϥἋḧχᶎ ʺ ϞκϢιО˔ϼЂϱЖФжЃϬה῝ ӽχЀЬвИГϰʺ ←σςχᶋρΰοᶨΤβάρΥἿΫϣϦοΜϘβʻ

Ỹ Ỹ

ʾ ‰ χ ›◕ᵹ ρΰοʺ ☼Ϟ῝Ặה῝ χϠρϤρ ΜϬ
ᶨΤΰʺ ρ ỘʾỘ ☼ Υ βϥʺ←ᵲτếΜϘκϬνΨϤϘβʻ

̙ σ ϘΜ Ϭ πΦϥ χ Ϟ Ῠσᵹ ϙχἹ ʺӗ π Φ

ϞβΜ “ἋḧϞ χ ΜϬḇαϥἋḧχᶎ Ϭ ϛοΜΦϘβʻ

̙ ה῝ Ϟ Ệ Ϥל σςχ ϬᶨΤΰοʺ ᶨχ Ϭ

‰ϛϥ Ϟʺ ḧʾẈ χ ᶨϬ ΤτβϥṐ χ Ϭם ΰϘβʻ

̙ ϞκϢιО˔ϼЂϱЖФжЃϬה῝ ӽχϠρϤʺ ΜʺЀЬвИГϰʺ

←σςχᶋρΰοᶨΤΰοΜΦϘβʻ

̙ ᴞ τᴥΠʺ‛ χ Ϟ ⁞֗τϢϥ σςτ βϥ ←

χΰ χθϛʺ←ᵲⱲχӗ ᶎ Ϟ ᵲὖᾚϬ ϥὺο Πʺ Τσ

Ἃḧχ Ϭ ϛϘβʻ

̙ ḰלΜχԁ σ ἋḧχДЃϱрχϜρʺ ‰ Ϭṁ ρΰο

βϥẸ σᵫ Ϭ ϛʺϘκτᶨṓρӗϣΧϬḇαήδϥ ϢΜἋ

ḧϬῲΫοΜΦϘβʻ

̙ ᾖׄρϘκϬνσΩНзϯТз˔и˔Еχᶎ Ϭ ϛϘβʻ

άϦΤϣχϘκξΨϤ˵ ♪βϓΦ ρϘκʺּזᵓχ ᴟ

ʾТϮЬз˔ ʺ◓ςϜ Ϭ ρΰθʺỸ πΩ χ ῢχ ᴥ

ʾ Τνοχ ᴒᵹχᵦἠ ϞЀЬвИГϰχνσΥϤχṆ ᴟ

ʾ ὺ χ ẏᴟΥ “

ʾ ᴞ ʺ‛ Ϟ ⁞֗σςτϢϥ ᵲᶈ χὼ

Ỹ ◕ὓᵊЫІЌ˔Фжрˢ 3 5Ὦᵠ ˣϢϤ

Ệ ӽχϘκξΨϤχ

ʺ ₪Ẇḧ ʾ╣ʾ◌ ʺ ₪ẆḧᴱḰʺ
╣ ʺ ᴱ



11ˢ͏ˣ Ỹ χṁ ὓᵊˢ ͏ ͓Ὦᵠ ˣ

Å τΣΪϥ֗ ʾ Ṑ χ ʺ ᴥβϥТϮЬз˔ Ϟ◓ςϜΥṓὖτ►ΠϥϢΞ Ϭ ῟ᶨ βϥάρΥἿΫϣϦοΜϘβʻ

͍ʽ ◊ϬνσΩ

ʾ χ ᵠל Ϟᴱ Ἃḧ χ ᴟ Ϭ α

οʺ ỸϬ Ϛᵰ⁄зрϽχלϬ‰ϛʺϘθ

Ỹϒρ ϬνσΫοΜΦϘβʻ

͎ʽἋḧϬνσΩ

ʾ τΣΪϥ ֫ᶨ Ϝᾋ ΠσΥϣʺ χ

“Ἃḧχ ʺỆϬᶨΤΰθᴱ ϒχ ᶎ

Ϭ ϛϘβʻ

ʾ ӽχ₃ᶊπΚϥ Μρל ⁯ Ϥל τ

ΣΜοʺ ρχνσΥϤϬӪ꜡ΰοʺὺ χ

ДЃϱр Ϭ βϥρρϜτʺἋ χᶎ ʺ

σ ᴟτϢμοʺ ΜϬḇαϣϦϥἋḧχν

σΥϤϬ ΰϘβʻ

͏ʽӗ ϬνσΩ

ʾ‛ ʾ χᵰ Υ ΰθ ›ʺ ӽχ

π ᵲΥὼ ήϦϥθϛʺ τΣΜ

ο֗ ʾ Ṑ χ Ϭ ϛϘβʻ

͐ʽ ρϘκχף
ϬνσΩ

ʾ ᴒᵹρΰοχ σΥϣχ ỘϞ χῖ Ϭ ϙʺ

ϜχξΨϤϞϯ˔Еχᶨ χ ρσϥϢΞʺϘθ

ᴥβϥТϮЬз˔ Ϟ◓ςϜΥṓὖτ►ΠϥϢ

ΞʺᾢϣϦθ Ϭ ῟τᶨ ΰοΜΦϘβʻ

͑ʽ τνσΩ

ʾϯЍФЕ Ϭψαϛʺ ӽτ ϙʺ Φʺ ∕β

ϥ σ Υḩϩϥ ӽχ χӲⱱḚ Ϭ ΰ

Ϙβʻ

͒ʽ ρχνσΥ
ϤϬ βϥ

ʾ Ψ ӽτ ϣβ ρ θτ ϙ◐ϛθ ʺϼзϵ

ϱГϰУτᶨ βϥ σςʺ ˑσ ˑΥ ϘϤʺ

τḩβϥᶨ τḩϩϤσΥϣʺ θσ ᴟϞЀ

ЬвИГϰϬӾϚϢΞσṐᵓχ Ϭם ϤϘβʻ

Ỹ χṁ ὓᵊˢ 3 7Ὦᵠ ˣϢϤ

Ệ ӽ χ︡

ӽχϘκξΨϤϬᴥ ήδϥ χ︡



12ˢ͐ˣ Ỹ῝הξΨϤṁ ˢ ͓ ͏Ὦᵠ ˣ

Å ˢ4,600ה῝ ˣψʺ Υ500 χ῝הΥ Μ Ệ ӽτΣΜοʺ ӽχᶋρσϥ῝הπΚϤʺ ΨχṐ ˢЄрЩиʺ֫ ʾ ό ʺ

ἄ ᶨ ʺ ◊ⱢᾛʺЀЬвИГϰἹ ˣϬᶈ ΰοΜΨάρΥṍ ήϦοΜϘβʻ

Å Ϙθʺ῝הρ☼ χ ῖḊτϢϥԁ  ρה῝ʺ χẶ Ϭ♪ τ Ϧθ ʺ֫ Ϭᾁ βϥάρΥἿΫϣϦοΜϘβʻ

Ỹ῝הξΨϤṁ ˢ 7 3Ὦᵠ ˣϢϤ

Ỹ ה῝ Ṑ ЫАФ

♪ϬϢϤϢΨβϥθϛχ͐νχה῝

ʾ ἇχ Ϟ ʺЩ˔и όϞᴸᴲσςχ
И˔ЇΥΚϤϘβʻ

ʾ↕ⱧσςϱЦрЕ χИ˔ЇΥΚϤϘβʻ
ʾ σỸ И˔ЇϬ ΠσΥϣʺ σ֫

τΰΪθ῝הξΨϤΥ πβʻ

♪ ͍ ᴟβϥỸ И˔Їχםᾝ

ʾ ᾭχ ᴟρự χṐ Υ ›ΰʺ χ
ᶊρ ϢΜḕẽϬὋ ΰοΜϘβʻ

ʾ Κϥ῝הϬ τԏΦὋΩθϛʺ
ᴟχ τᴥΠʺḕẽχ τ ΰθ

Υ πβʻ
ʾ Υיּ ϞⱲḧτϢμο ᴟβϥάρ

ρʺ ḧ ῢ Υ‰ΜάρϬ ϘΠθ῝
ξΨϤΥה πβʻ

♪ ͎ ЪГрЄаиχ ῟ᶨ

ʾ ◓‰ ᴟϞ ⁯ ᴟΥ Ϛ ʺ Ỹ
χ ῢψ ᴥΰοΜϘβʻ

ʾ ἇχ Ϟ τνΜοˮ ˯Ϭ Ϟδ
ϥ ΥΚϤϘβʻ

ʾ‰ Ϟיּ ΥΜּיΥ►ΜϞβΜ῝הϒχᵠ
Υ πβʻ

♪ ͏ βϓοχ Υ►ΜϞβΜ῝ה

ʾ ӽ ʺ ḧḼỘσςρχừ σ ὀΥ
ξΨϤχה῝ σГ˔ЫρσμοΜϘβʻ

ʾ ӽ ρ►Μ Ϭ ΰ›Μʺӗ πᵙ
σ῝הξΨϤϬ βϥάρΥ πβʻ

ʾԁ ΚθϤχ῝ה Υ σΜθϛʺ῝ᵫ
Ἃ σςρχ ὀΥ πβʻ

♪ ͐ ˑσ︠ ρχ ὀ



13

Ỹ῝הξΨϤṁ ˢ 7 3Ὦᵠ ˣϢϤ

ξΨϤχה῝ ϛ ˵₈ῇχ︡

ρ☼├

ṁ

Ỹχ ◊ϬὋ ΰ ⱳ ϬӾϚ ạ ϢΜЀЯрІЧ˔ІϬ ◙ΰο

¤ ǌǾ ǡ ƻȅ Ǟ Ⱨ Ǟ ǽ ǲǱǌ¡

¤ ⱧǛ ǡ ǞǻǾ╗ ȅ ǴǱǌ¡

¤ ǜǵǡ ǦǷ ╓   ǡ ǝǜȴºȣǞ ǽ ǖǒ ȅǊǱǌ¡

¤ ⱧǛ ǡ ȅ Ǟ ǿǒ  ◖ ȅ ǊǱǌ¡
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¸ τϢϥיּ σᶨ χ τνσΥϥ῟ᴮ σἋḧ τΰΪʺᾝ∕χ῝ה ệϬ ₰ΰϘΰθʻ

χה῝¸ יּ ʺ “ Ϟ χ►ϩϦ ψӟᴞχ Ϥπβʻ

ˢ͍ˣ ϸϳрЕיּ ₰

Å χה῝ Ϥ Ϊ ʺΥḯϘϦϥθϛיּ χ ΥʺẈ ϢϤϜ Υיּ ΜἱΰτΚϤʺ10Ⱳ ρ14Ⱳ Υ

χС˔ϼρσμοΜϘβʻיּ

Å Ẉ ψʺ῝הχ ʾ ∕Υ ΨʺС˔ϼρσϥ16Ⱳ ψ ρ ᶓΰο יּ Υ ΨσμοΜϘβʻ

₰ ה῝ ῢτΣΜο יּ ϬϸϳрЕΰʺⱲḧ יּ ʾ יּ   ʾ Ϭ ὓ

₰ ʿ ͐ 10Ὦ12 ˢ ˣ˗ Ẉ ʿ ͐ 10Ὦ͔ ˢ ˣ

Ⱳḧ יּ

Ẉ



Å ψʺ ʾ ρϜτ20

˙39⅞Υ τ Ψʺ◓ςϜ

Ϧχ ιΪπσΨʺ Ϥ

Ϊ χθϛχ Ӥχ ʾР

ЅКІО˔ЊрτϢϥ יּ

Υ ΨσμοΜϥρ―ΠϣϦ

Ϙβʻ

Å Ẉ ψʺ19⅞ӟᴞẉό20˙39

⅞Υ Ψʺ◓ςϜ Ϧ χ

Υ Μρ―ΠϣϦϘβʻ

ʾ  

Å ψ Ϥ ΪΥʺẈ ψ

όΥΩϜ Ψʺ τӡ β

ϥ῝הρΰο σ

ệρσμοΜϘβʻ

Ẉ

Ẉ

15



ˢ͎ˣϯϼГϰРГϰЫАСрϽ ₰

₰
“ ˢẈἾʾԐ ʾᵓ ˣρ Ϭ τṜ ΰʺׂש ῲ ʾЦрЎʾ ἇ Ϥ χἋḧ Ϟᶨ Υ ϘϦϥ

ЪГрЄаиϬ

₰
ʿ ͒ 11Ὦ25 ˢὮˣʺ ͓ 10Ὦ30 ˢ ˣ

Ẉ ʿ ͒ 11Ὦ24 ˢ ˣʺ ͓ 11Ὦ͎ ˢ ˣ

ἇ Ϥψʺˮ ἇπ
ϐ˯ΥϕρϭςϬ

ϛοΜϘβ

שׂ ῲ ψʺⱪ χ
Щ˔и όϞʺ Υ
ΨνϧΜπΜϥ Ϝ
ᾋϣϦϘβ

ψʺО˔ϼЂ
ϱЖФжЃϒχᴁ Ϟ

χ ᵃΥϕρϭς
ρσμοΜϘβ

ЦрЎϞαϝϐαϝϐ
χ ϤψʺΨνϧΜ

ιϤʺжрЎЌϱЭχ
Ԑ σςχ Ϝᾋϣ
ϦϘβ

ự Ӿהχ╩

ῲ πΨνϧΩ

ЦрЎπᵓ ʾжрЎ

16

ˢ῝ה ϬᴥῬΰο⌠ ˣ



Ẉ

ἇ Ϥψʺˮ ἇ
π ϐ˯Υϕρϭς
Ϭ ϛοΜϘβ

שׂ ῲ ψˮῲ πΨ
νϧΩ˯ˮῲ π
ϐ˯σςʺ σϯϼ
ГϰРГϰΥᾋϣϦϘ
β

αϝϐαϝϐ χ
ϤπϜ ϭπΜϥ

ΥᾋϣϦϘβיּ

ЦрЎσςχἏπ ϛ
ϥ πʺΨνϧΜι
ϤʺІЫШ ⌠σςχ

ΥᾋϣϦϘβ

αϝϐαϝϐ π ϐ

ῲ πΨνϧΩ

ЦрЎπΨνϧΩ

ρẈ χ ᶓ

Å ψʺ χה Ϭ ᵃβ

ϥ Υ Ψʺˮ σΰ˯Υ

ΨσμοΜϘβʻ

Å Ẉ Ϝˮ σΰ˯Υ Μπ

βΥʺˮ ἇπ ϐ˯Ϝ͎ᶤ

Ϭ ΠοΜϘβʻ

17

ˢ῝ה ϬᴥῬΰο⌠ ˣ
ἇπ ϐ
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ˢ͏ˣ יּ ₰

Å ʾẈ ρϜτ ᾖ ῢΤϣχ ΥΩϜ ΨʺО˔ϼЂϱЖФжЃʾ ʾ╣ӻṜ Ԛˢ χϙˣ

ϒχ ᵃΥ ΜἱΰτΚϤϘβʻ

Å Ệ ῢΤϣ τνΜοψʺẈ ʺ ρϜτῲ Ϟ ἇ χ χθϛχ Υ ΨᾋϣϦϘβʻ

Ẉ

Τϣ
25.3%

О˔ϼЂϱЖ
ФжЃΤϣ

15.4%

ᾖ ῢ
Τϣ

29.1%

Ệ ῢ
Τϣ

8.2%

╣ӻṜ ԚΤϣ
21.9%

Τϣ
20.5%

О˔ϼЂϱЖ
ФжЃΤϣ

10.2%

ᾖ ῢ
Τϣ

47.1%

Ệ ῢ
Τϣ

22.3%

╣ӻṜ ԚΤϣ
0.0%

₰ Ϥ Ϊ χ יּ“ χἱΰΤϣʺ῝הχйϱϯϳЕχ Ϟ Ӥχ ρχḩϩϤχếή Ϭ

₰
ʿ ͒ 11Ὦ25 ˢὮˣʺ ͓ 10Ὦ30 ˢ ˣ

Ẉ ʿ ͒ 11Ὦ24 ˢ ˣʺ ͓ 11Ὦ͎ ˢ ˣ

ˢ῝ה ϬᴥῬΰο⌠ ˣ
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ˢ͐ˣ῝הχ ệχϘρϛ

Å ʾẈ ρϜτ יּ Υ Ψʺ τ ψ ˢ10Ⱳ₇Ϙπˣρ ᵃΧˢ14Ⱳ₇ˣʺẈ ψ ˢ15,16Ⱳ₇ˣχ Υ

ΨσμοΜϘβʻ

Å ψ◓ςϜ ϦιΪπψσΨРЅКІО˔Њрχ ϜᾋϣϦʺẈ ψ◓ςϜ ϦτϢϥ Υ ΨσμοΜϘβʻ

Å ἇϞαϝϐαϝϐ χ ʺЦрЎπχ τᴥΠʺ שχׂ״ ῲ πϜΨνϧΧϞ֫ σςʺ σ ΥᾋϣϦϥ

άρΥ χה῝ Φσ ρσμοΜϘβʻ

Å ψ ה Ϭ ᴁ βϥ Υ ΨʺẈ ψ ἇ π ϐ Υ ΨσϥἱΰτΚϤϘβʻ

Å Υיּ Ϧϥ ψʺ ᾖ ῢΤϣΥΩϜ ΨσμοΜϘβʻ

Å ᾖ ῢΤϣχ ψʺО˔ϼЂϱЖФжЃʾיּ ʾ╣ӻṜ Ԛϒχᴁ Υ Ψʺ χ Ϥ ΪϬ ρ

ΰθ Ϝ ΨσμοΜϘβʻ

σἱΰ

יּ

ϯϼГϰРГϰ



ΰ
Φ

͎˵͐ʽ ḕẽЄЬвй˔Єдр 20

ế τϢϥ ∕ᵙ χ ᴞ

Å ẉό χὺ χ͏DЯДиϬ ΜθЄЬвй˔ЄдрχὫᴮʺᾝ χὺ ẉό῝הχ πψʺ ˙ Τϣχ Υ

τӡ βϥ╣ӻṜ Ԛχ τΚθϤʺζχ ΦΣϧΰτϢϤʺ῝ה τế Υ βϥϵзϯΥ αοΜϘβʻ

Ϭ ἋΤϣᾋθ τ
˴͍Ήχ‰ήτ Ψ χếήϬ

πꜘΰοΜϘβʻ ᶘ 

 

ᶘ 

 

ה῝

╣ӻṜ Ԛ ╣ӻṜ Ԛ

ה῝

╣ӻṜ
Ԛ

₪Ẇḧ
ᶘ  Ϥ

₪Ẇḧ
ᶘ  Ϥ

╣ӻṜ
Ԛ

ה῝ ה῝

ᾝệχὺ τΣΪϥ ḕẽ
ЄЬвй˔Єдр

ʾ ΥΚϥρΦτРи ΥếΨσ
ϤʺϕάϤϞ Υ Μ ΥϤ Μ
ΨϣΜτσϥʻ ΥếΜⱲτψ◓
ςϜϬ Ϧο“ΦτΨΜʻ

ʾế π ᵓχГрЕΥὺοϣϦ
σΤμθʻ

ʾ ΰπϜ ΥֿפΨσϥρ☼
ιρ Μʻ

χה῝ ḕẽˢ ӽχ Τϣχ ˣ

Ϭ ἋΤϣᾋθ τ ˴͍Ήχ‰ήτ Ψ χ
ếήϬ ˢ ̠ פֿʺ ̠ế ˣπ ꜘ

m/s

0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0

₪Ẇḧᶘ  Ϥ ₪Ẇḧᶘ  Ϥ

ᶘ 
 

ᶘ 
 



ḩἰּיẉό ӽχ ΤϣχέӪᾋ

͏



22͏˵͍ʽḩἰּיẉό ӽχ χӪΰ Ӄχᵵ

¸ПϯзрϽϞϯрϾ˔Еʺᾁ ᵓˢᶘ Ϟהσςχ☼ ḩἰּיʺ ӽḩἰּיʺ ḩἰּי π  ˣʺϷ˔ФрМϳ

Іἷ ӽ ᵓ Ϭ αοʺḩἰּיẉό ӽχ ρӪᾋῖḊΰσΥϣᾁ Ϭ ϛοΦϘΰθʻ

͎ᵕϷ˔ФрМϳІἷ ӽ ᵓ͏ᵕᾁ ᵓ͍ᵕϷ˔ФрМϳІἷ ӽ ᵓ ͎ᵕᾁ ᵓ
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